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（主なご意見等）
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項番 内　　容 お答え

多くの動物達の犠牲を経て生産された化粧品・医薬部外品・日用
品は購入しないことを決めております。動物実験の廃止を決めた
企業もありますが、日本ではまだ多くの企業が動物実験を行って
おります。完成品・原料・委託のすべてにおいて動物実験を行わな
いこと、まだ動物実験を行っている製品には「動物実験実施済み」
マークを義務付けることを求めます。

いただいたご意見につきましては、厚生労働
省に情報提供いたしました。

なお、薬用化粧品を含め、医薬部外品の審査
においては、OECD等により採用された代替
試験法あるいは適切なバリデーションでそれ
らと同等と評価された方法に従った試験成績
であれば製造販売承認申請資料として用い
ることが認められています。
また、厚生労働省や国立医薬品食品衛生研
究所等の研究機関、関連企業等とも協力しな
がら、できるだけ動物を用いた試験を減らす
よう、新たな代替試験法の検討も進めていま
す。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　制度に関する提言

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

　法令遵守違反に関するもの

　その他 1
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国民の皆様の声・集計報告票

担　当　部
企画調整部企画課　　国民の皆様の声担当

（０３－３５０６－９６００）

国民の皆様の声
把握方法別件数

電話 HP入力フォーム メール FAX 来訪 合　計


